
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年度 
商取引適正化・製品安全に係る事業 

（市場メカニズムを活用した産業保安及び 
製品安全政策に関する調査） 

報告書 
 
 
 
 

平成 30年 2月 
アクセンチュア株式会社 

 

  

経済産業省委託調査 
平成２９年度 



 

1 
Copyright © 2018 Accenture All rights reserved. 

目次 

目次 .................................................................................................................... 1 

はじめに ................................................................................................................. 6 

本事業の背景及び目的 ............................................................................................. 6 

本報告書の構成と実施内容 ........................................................................................ 7 

1. 安全性強化の必要性 .......................................................................................... 8 

1.1. 産業保安分野における企業の保安力強化の必要性 .................................................. 8 

1.1.1. プラント事故の現状と課題 ................................................................................ 9 

1.1.2. プラント事故による当事者企業への経済的損失 ....................................................... 15 

1.1.3. プラント事故によるステークホルダーへの経済的損失 .................................................... 16 

1.2. 製品安全分野における企業の安全性強化の必要性 ................................................. 18 

1.2.1. 製品事故の現状と課題 .................................................................................. 20 

1.2.2. 製品事故による当事者企業への経済的損失 .......................................................... 30 

1.2.3. 製品事故によるステークホルダーへの経済的損失 ...................................................... 32 

2. 市場メカニズムを活用した安全性強化の可能性 ............................................................. 34 

2.1. 市場メカニズムを活用した安全性強化のアプローチ..................................................... 34 

2.2. 産業保安分野における市場メカニズムを活用した安全性強化の可能性 ............................. 38 

2.2.1. 産業保安分野における投資家による働きかけの課題と可能性 ........................................ 38 

2.2.2. 産業保安分野おけるサプライチェーンによる働きかけの課題と可能性 .................................. 41 

2.3. 製品安全分野における市場メカニズムを活用した安全性強化の可能性 ............................. 43 

2.3.1. 製品安全分野おける投資家による働きかけの課題と可能性 .......................................... 43 

2.3.2. 製品安全分野おけるサプライチェーンによる働きかけの課題と可能性 .................................. 51 

3. 投資家からの働きかけによる安全性強化の具体策 .......................................................... 54 

3.1. ESG を活用した市場メカニズムによる安全性強化 ..................................................... 54 

3.2. 勉強会の実施 ............................................................................................ 65 

4. サプライチェーンからの働きかけによる安全性強化の具体策 .................................................. 76 

4.1. 産業保安分野におけるサプライチェーンからの働きかけによる安全性強化 ............................. 76 



 

2 
Copyright © 2018 Accenture All rights reserved. 

4.2. 製品安全分野におけるサプライチェーンからの働きかけによる安全性強化 ............................. 78 

4.2.1. 課題解消に向けた取り組み方針の検討 ................................................................ 78 

4.2.2. 製品安全における今後の取り組みの方向性 ........................................................... 81 

 

  



 

3 
Copyright © 2018 Accenture All rights reserved. 

図表目次 

図 1-1 プラント事故による企業への経済的損失の全体像 ...................................................... 8 

図 1-2 石油コンビナートにおける一般事故発生件数の推移（平成元年～28年） ......................... 9 

図 1-3 プラント事故増加の主な背景 ............................................................................ 10 

図 1-4 国内化学プラントの建設後経過年数の構成比 ........................................................ 11 

図 1-5 国内 18石油精製事業所における年齢別従業員構成 ............................................... 12 

図 1-6 国内化学プラントの統廃合の状況 ....................................................................... 13 

図 1-7 国内におけるエチレンセンターの生産能力及び実績と稼働率の推移（2010年～2016年） ..... 14 

図 1-8 国内における重大事故に伴うプラント企業の業績への影響 ............................................ 15 

図 1-9 重大事故に伴うプラント企業の株価への影響 ........................................................... 16 

図 1-10 プラント企業と川下業界の構造（概略図） .......................................................... 17 

図 1-11 製品事故によるステークホルダーへの影響 ............................................................. 19 

図 1-12 製品事故発生件数と重大事故比率の推移 .......................................................... 20 

図 1-13 重大製品事故の内訳と背景 ........................................................................... 21 

図 1-14 直近 10年間のリコール未対策品による事故件数上位 10製品 ................................... 22 

図 1-15 組込みソフトウェア開発における課題 ................................................................... 23 

図 1-16 10年前との製品の経済的寿命との比較 ............................................................. 23 

図 1-17 海外生産比率の推移（製造業） .................................................................... 24 

図 1-18 主なメディアの平均利用時間の構成比 ................................................................ 26 

図 1-19 製品事故による年代別人的被害（平成 24～28年度中の重大製品事故） ................... 27 

図 1-20 日本における核家族世帯の推移 ...................................................................... 28 

図 1-21 日本における共働き世帯数の推移 .................................................................... 28 

図 1-22 【再掲】10年前との製品の経済的寿命との比較 ..................................................... 29 

図 1-23 主要耐久消費財の平均使用年数の推移 ............................................................ 29 

図 1-24 製品事故に伴い直接的に発生するコスト ............................................................. 30 

図 1-28 ネット炎上件数と SNS普及率の変化................................................................. 31 

図 1-29 製品事故に伴う当事者企業の株価への影響 ......................................................... 32 

図 2-1 製品事故防止に向けた安全性強化のアプローチの全体像 ............................................ 34 

図 2-2 スーパー認定事業所の制度概要 ........................................................................ 35 

図 2-3 スマート保安先行事例集 ................................................................................ 36 

図 2-4 スマート保安セミナーの様子 .............................................................................. 36 

図 2-6 産業保安分野における当事者企業と投資家の抱える課題 ........................................... 38 



 

4 
Copyright © 2018 Accenture All rights reserved. 

図 2-7 認定事業者の平均値と各業界の平均値との比較 ..................................................... 39 

図 2-10 製品安全分野における企業の統合報告書の安全性向上への取り組み発信状況 ................. 40 

図 2-11 プラント企業と川下企業の規模の比較 ................................................................. 41 

図 2-12 製品安全分野における当事者企業と投資家の課題 ................................................. 43 

図 2-13 製品安全優良企業表彰者の平均値と各業界の平均値との比較 .................................. 44 

図 2-14 家電業界における製品安全対策優良企業表彰者の経済優位性の検証 .......................... 45 

図 2-15 住宅設備業界における製品安全対策優良企業表彰者の経済優位性の検証 .................... 45 

図 2-16 衣服・装飾品業界における製品安全対策優良企業表彰者の経済優位性の検証 ................ 46 

図 2-17 GMS業界における製品安全対策優良企業表彰者の経済優位性の検証 ........................ 46 

図 2-18 家電量販店における製品安全対策優良企業表彰者の経済優位性の検証 ....................... 47 

図 2-19 家具・インテリア小売業界における製品安全対策優良企業表彰者の経済優位性の検証 ......... 47 

図 2-20 生活用品小売業界における製品安全対策優良企業表彰者の経済優位性の検証 .............. 48 

図 2-21 株価成長率（2007～2017） ...................................................................... 49 

図 2-22 株価成長率の標準偏差（2007～2017） ......................................................... 49 

図 2-23 製品安全分野の企業における統合報告書の安全性向上への取り組み発信状況 ................. 50 

図 2-25 製品安全におけるサプライチェーンの課題 .............................................................. 52 

図 2-26 GS マークの概要 ........................................................................................ 53 

図 3-3 世界の ESG投資額と株式投資に占める割合 ......................................................... 56 

図 3-4 国内運用機関での ESG投資の顧客属性別資産シェア .............................................. 57 

図 3-5 国内機関投資家の預かり資産ランキング................................................................ 57 

図 3-6 GPIF による ESG運用の成果試算 ..................................................................... 58 

図 3-7 投資判断におけて非財務情報が重要な役割を果たしてきた頻度 ..................................... 59 

図 3-8 投資判断に有益な非財務情報源 ...................................................................... 59 

図 3-9 ESG を活用した当事者企業への投資促進に向けた方向性 .......................................... 60 

図 3-10 ESG を活用した安全性強化に向けた施策案 ......................................................... 62 

図 3-11 価値協創ガイダンス ..................................................................................... 63 

図 3-12 ESG投資の運用手法の種別と投資残高 ............................................................ 64 

図 3-15 市場メカニズムの実現に向けた現状の課題 ............................................................ 66 

図 3-16 政府からの働きかけによる市場メカニズム機能のイメージ .............................................. 67 

図 3-17 企業が発行している報告資料における ESG情報と投資家の関心度 ............................... 68 

図 3-18 【再掲】当事者企業の統合報告書の完全性向上への取組の発信状況 ............................ 69 

図 3-19 統合報告書の発行タイミング ........................................................................... 70 

図 3-20 安全性向上による企業価値向上の好循環モデル .................................................... 71 



 

5 
Copyright © 2018 Accenture All rights reserved. 

図 3-21 統合報告書の情報発信における評価の観点 ......................................................... 72 

図 3-22 【再掲】価値協創ガイダンス ............................................................................. 73 

図 4-1 産業保安分野の川下業界における交渉力の違い ..................................................... 77 

図 4-2 製品安全分野におけるサプライチェーンを活用した市場メカニズムのイメージ ........................... 80 

図 4-3 【再掲】 製品安全におけるサプライチェーンの課題 ..................................................... 81 

図 4-4 製品安全の各プレーヤーにおける安全性強化を促進するための具体策（案） ...................... 82 



 

 

はじめに 

本事業の背景及び目的 

我が国の石油・石油化学をはじめとしたプラント業界においては、設備の老朽化やベテラン作業員の退職など

により、プラント事故が大幅に増加している。同時に、一般消費者に対する製品事故も、産業構造や社会構造

の変化によって、今後増加する危険性がある。このような事故による影響は当時者企業内部のみに留まらず、

川下業界、投資家、ひいては社会・消費者に対しても甚大な影響をもたらす恐れがある。 

 

こうした背景から、政府では当事者企業に対して、規制ではない、表彰やポジティブ・インセンティブ等による自

主的な安全性の高度化を促してきた。しかし、事故防止に向けては、当事者企業、政府だけでなく、顧客企

業、投資家などのプレイヤーも影響力をもちうる。 

 

本報告書では、投資家やサプライチェーンからの働きかけによって、当事者企業の自主的な安全性の高度化

への動機が働く仕掛け（=市場メカニズム）を模索するとともに、機能させるために政府の実施すべき施策につ

いて、道筋を示すことを目的としている。 
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本報告書の構成と実施内容 

 

本報告書における構成と、各章に関する実施内容は以下の通りである。 

 

第一章 安全性強化の必要性 

プラント事故及び製品事故における今後の懸念点や事故がもたらす当事者企業や投資家、川下企

業等のステークホルダーに対する影響から安全性強化の必要性を論じている。 

 

第二章 市場メカニズムを活用した安全性強化の可能性 

安全性強化を促進するため、政府は当事者企業に対する施策を実施してきた。今後さらに、当事者

企業の安全性を強化していくためには、市場メカニズムを活用した安全性強化が必要である。そこで、

投資家、川下企業等のステークホルダーからの働きかけが有効に働きうるかについて検証している。 

 

第三章 投資家からの働きかけによる安全性強化の具体策 

第二章で検証した投資家からの働きかけによる安全性強化の可能性について、具体的に政府が当

事者企業及び投資家にどのような施策を実施すれば、市場メカニズムが機能するかについて有識者

のヒアリング結果をもとに提言を取りまとめている。 

 

第四章 サプライチェーンからの働きかけによる安全性強化の具体策 

第二章で検証したサプライチェーンからの働きかけによる安全性強化の可能性について、具体的に政

府が当事者企業及びサプライチェーン上のプレーヤーにどのような施策を実施すれば、市場メカニズム

が機能するかについて有識者のヒアリング結果をもとに、提言を取りまとめている。 
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1. 安全性強化の必要性 

1.1. 産業保安分野における企業の保安力強化の必要性 

昨今のプラント事故件数は、平成元年と比べ約 5倍の水準に増加している。また、プラント業界の懸念事項

として、「プラント老朽化」、「ベテランの退職」、「コスト競争・高稼働」等により、今後ますます事故が増える恐れ

がある。 

実際、プラント事故が起こると、当事者企業（事故を起こしたプラント企業）は、撤去や復旧にかかる費用や

工場停止による機会損失が発生し、100億円単位の被害が出ているケースも存在する。また、プラント事故

は、当事者企業だけでなく、ステークホルダーにも経済的損失を与えることにもなりうる。例えば、当事者企業の

投資家に対する影響として、時価総額を 1,000億円以上棄損する事態も生じている。また、取引先である川

下企業にとっても原料の供給に影響が出ることで、代替調達先から調達を余儀なくされ、コスト負担しているケー

スも見られる。さらに、事故が大規模になり、企業イメージが悪化することによって、当事者企業の従業員の定着

率や人材獲得に影響が出るケースもある。 

このようにプラント事故は、当事者企業だけでなく、多くのステークホルダーに影響するものであることから、日本

社会にとって、解決せねばならない社会課題となっている。 

 

 
図 1-1 プラント事故による企業への経済的損失の全体像 
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1.1.1. プラント事故の現状と課題 

石油コンビナートでの地震による事故を除いた一般のプラント事故件数は、平成元年の 50件程度と比べ直

近の 2016年では、250件程度と約 5倍の水準に増加している。また、このトレンドは継続し、被害が拡大す

る懸念があり、当事者企業の保安力強化が急務である。 

 

 

図 1-2 石油コンビナートにおける一般事故発生件数の推移（平成元年～28年）1 

 

                                         
1 出典：経済産業省「平成２９年度石油精製等に係る保安対策調査等事業（スマート保安に係る経済効果及び普及活動に関する調査）

報告書」（委託先：アクセンチュア株式会社） 

元データ：総務省消防庁「石油コンビナート等特別防災区域の特定事業所における事故概要」（※地震事故を除いた事故件数）よりアクセ

ンチュア作成 
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こうした事故の増加トレンドの継続や、プラント業界の将来における懸念として、施設・設備の老朽化による故

障リスクが増加する「老朽化」、保守業務を長年担ってきたベテラン作業員の退職により、ノウハウ技術が不足す

る「ベテランの退職」、グローバル化に伴うコスト競争で、国内拠点の統廃合が進み、国内プラントの高稼働が継

続する「コスト競争・高稼働」の３点を取りあげる。 

 

 

図 1-3 プラント事故増加の主な背景 2 

 
  

                                         
2 出典：経済産業省「平成２９年度石油精製等に係る保安対策調査等事業（スマート保安に係る経済効果及び普及活動に関する調査）

報告書」（委託先：アクセンチュア株式会社） 
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プラント老朽化の実態 

国内の化学プラントは、高度経済成長期に集中的に建設されたものも多い。また、昨今プラントの新設が少

ないことも相まって、施設・設備は老朽化が進んでいる。 

代表的な生産物であるエチレンを製造するエチレンプラントの場合、稼動年数 40年以上の国内エチレンプラ

ントは 2015年時点で全体の 58.9%に達し、2025年には 81.4％にまで引き上げられる見込みである。ま

た、その他の主要な原料を精製するプラントも、2015年時点で経過年数が 40年以上のプラントは 70%以

上を占めている。 

プラント事故の大きな要因である設備の老朽化は今後も継続するものと想定され、特に配管等の腐食による

設備障害、事故は今後ますます増加する恐れがある。 

 

 

図 1-4 国内化学プラントの建設後経過年数の構成比 3 

  

                                         
3 出典：経済産業省「平成２９年度石油精製等に係る保安対策調査等事業（スマート保安に係る経済効果及び普及活動に関する調査）

報告書」（委託先：アクセンチュア株式会社） 

元データ：重化学工業通信社「日本の石油化学工業 50年データ集」よりアクセンチュア作成 
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ベテラン社員の退職の実態 

国内 18石油精製事業所における年齢構成をみると、50歳以上の熟練層と 20代の若手が多く、中堅層

が少ない典型的なＶ字型の年齢構成となっている。 

V字型の年齢構成のうち、熟練層にあたる 50歳代は、今後 10年間のうちに定年を迎えることになり、ベテ

ラン社員の不在は解消のめどが立たない。熟練人材の少ない設備管理部門では、再雇用者が若手の育成に

従事するケースも多く、再雇用者を一定程度確保することができなくなれば、状況は一層深刻さを増すことにな

る。それだけでなく、AIやビッグデータを駆使し、熟練層の退職を解消する手段として、熟練層のノウハウや技術

をデータ化し、分析して、若手社員も熟練層と同じレベルの作業ができるようなシステム等の構築も有効である。 

 

 

図 1-5 国内 18石油精製事業所における年齢別従業員構成 4 

 

 

 
  

                                         
4 出典：経済産業省「平成２９年度石油精製等に係る保安対策調査等事業（スマート保安に係る経済効果及び普及活動に関する調査）

報告書」（委託先：アクセンチュア株式会社） 

元データ：高圧ガス保安協会実施アンケートよりアクセンチュア作成 
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コスト競争・高稼働の実態 -国内プラントの統廃合 

国内におけるプラントは効率化のために、集約化が進んでいる。 

石油の元売り会社は 1980年代半ばまで 20社近くあったが、合併につぐ合併で現在は 6社まで減っている。

特に、1998年以降は、メジャー石油企業の世界的な再編の流れや、国内金融業界の再編の動きを背景に、

自由競争下での競争力の強化や生残りをかけて、石油精製・元売会社の合併やグループ化への動きが一段と

加速した。直近では、2017年 4月に JX エネルギーと東燃ゼネラルが統合し、JXTG エネルギーが誕生した。 

 

 

図 1-6 国内化学プラントの統廃合の状況 5 

  

                                         
5 出典：経済産業省「平成２９年度石油精製等に係る保安対策調査等事業（スマート保安に係る経済効果及び普及活動に関する調査）

報告書」（委託先：アクセンチュア株式会社） 

元データ：石油連盟「今日の石油産業」2016年、報道記事よりアクセンチュア作成 
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コスト競争・高稼働の実態 -高稼働状態にあるエチレンプラント 

石油化学プラントでも、国内拠点の集約化が進んでいる。それに伴って、エチレンプラントの稼働率が 2012

年から急激に伸びている。2015年以降は、90%以上の稼働率となっており、2017年は 1月には、100.1%

と 8年 11 か月ぶりに 100%台を記録した。内需が堅調なことと円安の影響等の要因もあるが、生産額は減

少傾向にあり、近年の高稼働率は、統廃合を進めたことが最も大きな要因となっている。 

 この流れは今後も進むものと想定され、日本の石油プラント業界は、老朽化したプラントがほぼフル稼働で、操

業しており、大きな事故のリスクを孕んでいる。 

 

 

図 1-7 国内におけるエチレンセンターの生産能力及び実績と稼働率の推移（2010年～2016年）6 

 

  

                                         
6 出典：経済産業省「平成２９年度石油精製等に係る保安対策調査等事業（スマート保安に係る経済効果及び普及活動に関する調査）

報告書」（委託先：アクセンチュア株式会社） 

元データ：石油化学工業会「主要石油化学製品生産実績」よりアクセンチュア作成 
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1.1.2. プラント事故による当事者企業への経済的損失 

大きなプラント事故になると、当事者企業への経済的損失も甚大なものになる。過去 10年間において我が

国で発生した重大なプラント事故の中には、100億円単位の莫大な損害が出ている事例がある。中でも、

2007年に発生した、A社のアクリル酸プラント事故では損失額が 215億円、D社のエチレンプラントの事故で

は損失額は 207億円に達している。こうした事故の損失額の中には、事故後の検証・補修作業のためにプラン

トを停止していることによる逸失利益や、破損したプラント設備・機材の補修費用等が含まれている。 

こうしたプラント事故による業績への影響に備えて、プラント企業は通常保険に加入しており、リスクを一定程

度緩和している。事故に伴う受取保険金は多いケースでは 100億円を超えるケースもあるが、それでも事故の

被害に対するカバー率は、約 40%程度に留まるケースもあり 、残りの損失額はプラント企業自身が負担してい

ることが実情である。その上、ひとたび大規模な事故を引き起こすと、査定が下がり、事故後の支払保険金も引

き上げられる。 

海外におけるプラント事故は、さらに損失額が大きい。例えば、2010年に発生した石油採掘施設における爆

発事故では、379億ドルもの被害が生じており、日本におけるプラント事故の数百倍にものぼる事故も起きてい

る。 

 

 

図 1-8 国内における重大事故に伴うプラント企業の業績への影響 7 

                                         
7 出典：経済産業省「平成２９年度石油精製等に係る保安対策調査等事業（スマート保安に係る経済効果及び普及活動に関する調査）

報告書」（委託先：アクセンチュア株式会社） 

元データ：各社有価証券報告書、ニュースリリースなどよりアクセンチュア作成。生産・販売量の減少及び代替品の調達による損失は営業損益

に、保障、撤去及び復旧等に係る費用、事故に起因するプラント停止に伴う固定費等は特別損益として計算 
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1.1.3. プラント事故によるステークホルダーへの経済的損失 

投資家に対する経済的損失 

プラント事故には、事故を起こした当事者企業だけでなく、投資家にも大きな損害をもたらしている。「図 1-8 

国内における重大事故に伴うプラント企業の業績への影響」にて示した国内での代表的な事故事例 4件につ

いて、事故後の株価の推移を調査した。その結果、2012年に生じた B社の工場爆発事故後、B社の株価が

最大で約 25%程度下落したほか、2008年に生じた D社の鹿島事業所の火災事故後、D社の株価も同様

に、最大で約 25%程度下落した。また、B社の株価の下落幅は、時価総額に換算すると最大 2,320億円

の価値に相当している。また、大きな事故では、事故前の株価に回復するまでには、最低でも３ヶ月の期間を要

していることから、損失額の回復には時間を要する。 

また、海外のプラント事故でも株価への影響は大きく、時価総額を 9兆円程度棄損させており、時価総額が

半減する事態となっているケースも存在する。 

 

図 1-9 重大事故に伴うプラント企業の株価への影響 8 

  

                                         
8 出典：経済産業省「平成２９年度石油精製等に係る保安対策調査等事業（スマート保安に係る経済効果及び普及活動に関する調査）報

告書」（委託先：アクセンチュア株式会社） 

元データ：日本取引所グループ HP統計情報よりアクセンチュア作成。グラフの縦軸にあたる「株価変動」については、事故発生時点の株価を

100%とした値。また、「時価総額の減少額」は、事故発生前営業日の終値から 40営業日以内の底値との差額で時価総額現象額

を計算したものである 
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川下企業等サプライチェーンに対する経済的損失 

投資家だけでなく、プラント事故による影響はサプライチェーンにも大きな損害を及ぼす。なぜなら、石油・石油

化学業界は、産業構造の上流工程に位置しており、プラント事故の影響が広範囲になる恐れがあるからであ

る。例えば、プラント企業の直接の顧客であるプラスチック加工・ゴム加工、塗料、自動車部材等の業種に留まら

ず、その先の自動車、家電、消費財メーカー等幅広い業種に影響が及ぶ。 

これらの川下業界はプラント企業での事故により、材料の供給が停止した場合、自社の生産計画の見直しに

よる機会損失の発生、直接・間接の追加コスト（代替供給先からの通常より高い金額での調達や、事故対応

にかかる人件費等）の負担等、様々な形で影響が生じる。 

 

 

図 1-10 プラント企業と川下業界の構造（概略図）9 

  

                                         
9 出典：経済産業省「平成２９年度石油精製等に係る保安対策調査等事業（スマート保安に係る経済効果及び普及活動に関する調査） 

報告書」（委託先：アクセンチュア株式会社） 
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1.2. 製品安全分野における企業の安全性強化の必要性 

ここ数年の製品事故件数は、減少傾向にあるものの、重大事故比率は増加している。また、重大製品事故

の内訳をみるとでは、「製品起因」、「誤使用・不注意」、「経年劣化」となっており、それぞれの原因の背景には、

日本の産業構造や社会構造の変化と密接に関係している。 

例えば、「製品起因」による事故の要因として、製品安全分野の製品において、組込みソフトウェアにより、製

品設計が複雑化していることが挙げられる。そのため、設計品質の向上が課題となっている。また、直近 10年

で、海外生産比率が高まっており、国内生産と比較して、品質管理体制の構築が困難になっていることも要因

である。それだけでなく、製品起因には、リコール未対策品による事故もある。まず前提として、製品安全分野の

製品は、購買者が全国に分散していることに加え、自動車・医薬品等と異なり、購買者を捕捉することが困難で

ある。結果として、リコール対象の製品による事故は後を絶たない。そうした前提に加え、昨今のインターネットの

普及により、消費者のメディア利用が多様化しつつあり、消費者へのリコール情報の発信にあたっては、様々なメ

ディアへの対応が必要になっており、マスへの周知が困難になってきている。さらに、核家族化もリコール対象の製

品に認知しないまま、使用し続け、事故につながってしまう恐れがある。このように、リコール未対策品による被害

は、社会構造やライフサイクルの変化が影響している。 

「誤使用・不注意」では、高齢者や子供による「誤使用・不注意」が多い。製品事故の被害を見ると、60歳

代以上の死亡の割合は顕著に大きくなっている。今後、さらに高齢化が進む日本においては、事故の件数・影

響の拡大が懸念される。また、高齢者のみならず、核家族化の進展や両親の共働き等により、子供の「誤使

用・不注意」が原因となる事故が増加する恐れがある。 

「経年劣化」では、メーカーサイドから見た製品の経済的寿命の短命化が進んでいるにも関わらず、多くの家

電の購買サイクルは 10年前と比較して、大幅に長期化していることが要因として挙げられる。経年劣化によるリ

スクを高める要因となっている。 

このような重大事故は、当事者企業（製品事故を起こした企業）は、リコール等に係る費用、リコール損害

賠償、製造停止による機会損失以外等の損失が生じる。また、当事者企業だけでなく、ステークホルダーにも経

済的損失を与えることにもなりうる。当事者企業の投資家に対する影響として、株価の下落がある。また、川下

企業に対しては、消費者からのクレーム対応に加え、原因究明、代替調達先検討等に関するコスト負担が生じ

るケースもある。また、重大事故は、企業イメージの下落を招くとともに、リコール対応にあたる社員のモチベーショ

ンも下がり、離職率の増加にもつながりうる。 

このように製品事故は、当事者企業だけでなく、多くのステークホルダーに影響するものであり、日本の産業構

造、社会構造の変化にも影響するため、社会課題にもなりうるため、対策が必要とされている。 
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図 1-11 製品事故によるステークホルダーへの影響 
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1.2.1. 製品事故の現状と課題 

製品事故の発生件数全体としては 2012年には年間約 3,000件であったが、2016年には、2,000件

程度に減少している。その一方で、重大事故比率に関しては、2012年は 30%程度であったが、2016年で

は、35%程度になっており、高止まりしている状況にある。 

 

 

図 1-12 製品事故発生件数と重大事故比率の推移 10 

  

                                         
10 出典：独立行政法人製品評価技術基盤機構「平成 28年度 事故情報収集･調査報告書」よりアクセンチュア作成 
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重大製品事故の内訳をみると、「製品起因」が全体の 38.2%を占め、「誤使用・不注意」が 17.9%、「経

年劣化」が 7.8%と続く。また、「製品起因の内訳」は、リコール未実施の製品による事故は、23.2%、リコール

実施済みの製品による事故は、15%となっている。これらの重大事故における要因は、産業構造や社会構造の

変化が背景になっているケースが考えられる。 

 

 

図 1-13 重大製品事故の内訳と背景 11 

  

                                         
11 出典: 経済産業省「平成 28年度製品事故の発生状況等について」よりアクセンチュア作成  

※H27年度に発生した重大製品事故全 885件のうち、原因が判明していない 220件除く 
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（参考）リコール未対策品による事故 

直近 10年間のリコール未対策品による事故の上位は、「図 1-14 直近 10年間のリコール未対策品によ

る事故件数上位 10製品」の通りである。 

 

 

図 1-14 直近 10年間のリコール未対策品 12による事故件数上位 10製品 13 

 
  

                                         
12 リコールを実施しているが、回収等が行われていないリコール未対策品による事故が再発しており重大な課題 
13 出典：経済産業省「平成２８年度製品事故の発生状況等について」よりアクセンチュア作成 
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製品起因（リコール未実施） -製品の設計複雑化、寿命短縮化 

製品安全分野の製品設計は、組込みソフトウェアにより、複雑化しており、設計品質の向上が課題となってい

る。他方で、製品自体の経済的寿命（売れる期間）は、短縮化の傾向にあり、開発・設計段階への負荷が

高まっている。家電製品等に使用され、年々複雑化している組込みソフトウェア開発において、「設計品質の向

上」が 60%程度のメーカーで課題となっている他、製品自体の経済的寿命の短縮等により、開発コストが削減

されていることを課題に感じているメーカーは、40%以上存在している。 

 

 

 

図 1-15 組込みソフトウェア開発における課題 14 

 

 

図 1-16 10年前との製品の経済的寿命との比較 15 

                                         
14 出典: 経済産業省「組込みソフトウェア産業実態調査報告書」よりアクセンチュア作成 

組込みソフトウェア開発における課題で重要なものを 3 つまで選択 
15 出典: 経済産業省「2016年製造基盤白書（ものづくり白書）」よりアクセンチュア作成 
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製品起因（リコール未実施） -海外生産比率の増加 

また、直近 10年で、海外生産比率が高まっており、製造時の品質管理コストが高まっている。海外進出済

み企業における海外生産比率は、2006年では、31.2%であったが、2015年には、38.9%となっている。海

外未進出企業も含む国内全企業における海外生産比率でも、2006年の 18.1%から 2015年には、

25.3%に増加している。海外生産比率の増加によって、多くの日本企業は品質管理体制や原材料のトレーサ

ビリティの担保に苦慮している。 

 

 

図 1-17 海外生産比率の推移（製造業）16 

 
  

                                         
16 出典：経済産業省「第 46回 海外事業活動基本調査概要」よりアクセンチュア作成 
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製品起因（リコール実施済） -顧客トレースの難しさ 

製品安全分野の消費財は、購買者が全国に分散していることに加え、自動車・医薬品等と異なり、氏名や

住所の登録が必要としない製品が多いため、購買者を捕捉することが困難である。結果として、リコール対象の

製品による事故は後を絶たないが、リコール回収率 100%は不可能に近い。しかし、当事者企業としては、

100%になるまで回収活動は続けなければならず、当事者企業の負担にもなっている。 

  



 

26 
Copyright © 2018 Accenture All rights reserved. 

製品起因（リコール未実施済） -メディア利用時間の変化 
インターネットの普及により、消費者のメディア利用が多様化しつつある。2012年には、テレビは全メディア利

用時間のうち 64%を占めていたが、2016年には、57%となっている。一方、インターネットの利用時間が占め

る比率は、2012年の 25%から 34%に増加しているが、インターネットというメディアの特性上、テレビのように

一度に多くの視聴者に周知させることは困難である。このようにメディア利用時間の変化から、当事者企業にとっ

ても、消費者へのリコール情報の発信にあたっては、様々なメディアへの対応が必要になっている。 

 

 

図 1-18 主なメディアの平均利用時間の構成比 17 

 

  

                                         
17 出典：総務省 情報通信政策研究所「平成 28年 情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」よりアクセンチュア作成 
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誤使用・不注意 -年代別被害の状況 
製品事故による年代別の人的被害状況を見ると、60歳代以上で、死亡や重症の割合が顕著に大きくなっ

ている。80代の製品事故被害では、死亡が 20%、重症が 21%となっており、10-50代の被害状況と比較

すると差は歴然である。今後、高齢化が進み、認知症患者も増えている日本においては、製品事故の増加・拡

大が懸念される。 

一方で、10代未満でも、死亡・重症の被害が多くなっている。高齢者の被害とともに、共働き世帯が増えて

いることもあり、若年層の事故も高齢者同様に注意が必要である。 

 

 

図 1-19 製品事故による年代別人的被害（平成 24～28年度中の重大製品事故）18 

  

                                         
18 出典: 経済産業省「平成 28年度製品事故の発生状況等について」よりアクセンチュア作成 
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誤使用・不注意 -核家族数の推移、共働き世代の推移 

日本における核家族数は 2001年に 2700万世帯程度であったが、2016年には、3000万世帯を超え

ている。高齢者の孤独死等が問題視されているように、1人暮らしの高齢者も増加しており、誤使用・不注意に

よる製品事故は今後増えていく恐れがある。 

 また、共働き世帯もここ数年で大幅に増えている。2001年には、950万世帯であったが、2016年には、

1,150万世帯に迫る勢いで増加している。共働き世帯が増えることによる、子供の製品事故には注意が必要

である。 

 

 

図 1-20 日本における核家族世帯の推移 19 

 

図 1-21 日本における共働き世帯数の推移 20 

  

                                         
19 出典：厚生労働省「国民生活基礎調査」よりアクセンチュア作成 
20 出典：厚生労働省「国民生活基礎調査」よりアクセンチュア作成 
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経年劣化 -平均使用年数の長期化 

前述の通り、製品寿命の短命化が進んでいるにも関わらず、多くの家電の購買サイクルは 10年前と比較し

て、大幅に長期化している。このことは、経年劣化による製品事故のリスクを高める要因となりうる。特に、重大

事故になりやすいルームエアコンは 10年前と比較すると 31%も使用期間が長期化している。メーカー側として

も、耐用年数を消費者に告知する仕組みや耐用年数が経過すると製品を使用できなくする仕様を検討してい

るメーカーも存在する。 

 

 

図 1-22 【再掲】10年前との製品の経済的寿命との比較 21 

 

 

図 1-23 主要耐久消費財の平均使用年数の推移 22 

                                         
21 出典: 経済産業省「2016年製造基盤白書（ものづくり白書）」よりアクセンチュア作成 
22 出典：内閣府「消費動向調査」よりアクセンチュア作成 
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1.2.2.  製品事故による当事者企業への経済的損失 

 

製品事故が起こると、当事者企業の損害としては、損害賠償費用、リコール費用、機会費用等が挙げられ

る。特に、メディアによる社告費用は、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネット等複数のメディアを通じてリコー

ルの告知を行わなければならず、莫大な費用がかかる。また、他製品の広告を自粛し、一定期間すべての広告

をリコールの告知に切り替えるケースもあり、機会損失も大きい。 

それに加え、特に購買者の把握が困難なリコールの場合、製品の 100%回収は困難にも関わらず、長期に

わたり、当事者企業は回収費用を負担することになる。 

 

 

図 1-24 製品事故に伴い直接的に発生するコスト 
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消費生活用製品安全法において、重大な欠陥製品に対して経済産業大臣が出す「危害防止命令」による

リコールでは、リコール回収費用が数百億円単位に及んでいる事例もある。 

また、危害防止命令によるリコールでなくても、回収費用が数百億円に及ぶ事例も存在する。特に、2006

年のリチウムイオンバッテリーの製品事故では、全世界でリコール回収を行ったため、その回収費用は 510億円

にものぼった。 

海外でも、度々大規模リコールは生じている。2016年のスマートフォンのバッテリーにおける発火事故の回収

費用は全世界で約 1,000億円かかっており、多額の費用を負担する事故となった。グローバル展開している企

業のリコールは大規模なリコールになりやすく、負担しなければならない回収費用も多額になる。 

 

また、経済的な損失のみならず、製品事故は企業イメージを大きく棄損することにもなりかねない。近年 SNS

の普及により、消費者から全世界に情報発信が可能であり、製品事故によるマイナスイメージをさらに煽ることも

多々ある。「図 1-28 ネット炎上件数と SNS普及率の変化」は、炎上件数の 2009年から 2015年の推

移であるが、ネット炎上件数は SNSの普及率とともに急増しており、企業にとっても大きなリスクである。 

 

 

 

図 1-25 ネット炎上件数と SNS普及率の変化 23 

  

                                         
23 出典: ICT総研「2015年度 SNS利用動向に関する調査」及び総務省「平成 27年版 情報通信白書」よりアクセンチュア作成 
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1.2.3. 製品事故によるステークホルダーへの経済的損失 

 

投資家に対する経済的損失 

産業保安分野と同じく、製品安全分野においても、重大事故が生じると株価にも影響している。しかし、プラ

ント事故と違い、製品事故の場合、製品起因と認定されるまでにタイムラグがあるので、株価への影響が分かり

にくいケースも存在した。また、商品数が少ないメーカーが事故を起こすと株価への影響が大きいが、商品数が多

い企業が一製品で重大事故を起こしても事故の影響は比較的軽微である可能性がある。 

「図 1-29 製品事故に伴う当事者企業の株価への影響」は、重大事故が生じた後の株価の推移である。

E社や F社の事故発生後における株価は 15%～20%下落している。それに対して、G社や H社は株価の

下落幅が少ない。 

 

 

図 1-26 製品事故に伴う当事者企業の株価への影響 24 

 

 

  

                                         
24 出典: 日本取引所グループ HP統計情報よりアクセンチュア作成  

※1 事故発生時点の株価を 100%としている 

※2 公表日前営業日の終値から 40営業日以内の底値との差額で時価総額減少額を計算 

※3 平成 11年に当該の対象機種について、回収を行ったが、未回収の機種によって当該事故が発生 
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川下企業に対する経済的損失 

リコールに係る費用は、メーカー側が全額負担しているケースは少なく、川下企業がリコール回収にかかる事務

費用や人件費を負担しているケースが多い。また、逸失利益に関しては基本的にメーカーからの保証はなく、リコ

ールになると川下企業も損害を被ることになる。 

 

従業員に対する影響 
業務の中で、リコール対応やクレーム対応が多いと、精神的苦痛を与えるとともに、高い志を持って入社した社

員の働く意欲を阻害し、退職にもつながりやすい。離職率が高いと就職人気も下がり、労働市場における企業イ

メージの低下にもつながり、優秀な人材の確保が困難になることや人材獲得コストが高くなる等の悪影響が出る

こともありうる。一方で、以前は、クレームが多かった企業が製品安全を含めた品質向上に努め、クレーム件数や

リコール対応を減らすことによって、離職率の減少、企業イメージの向上に成功した企業も存在している。 
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2. 市場メカニズムを活用した安全性強化の可能性 

2.1. 市場メカニズムを活用した安全性強化のアプローチ 

産業保安、製品安全分野における自主的な当事者企業の安全性向上のため、これまでにも政府では当事

者企業に対して働きかけを行ってきた。例えば、産業保安分野では、スマート保安等の先進技術導入の啓発や

認定事業所及びスーパー認定事業所等のポジティブ・インセンティブによる自主保安力の強化を促してきた。製

品安全分野では、製品安全対策優良企業表彰や消費生活用製品のリコールハンドブック等によって、消費者

生活用製品における安全性の高度化に努めてきた。 

しかし、産業保安、製品安全分野においては、当事者企業、政府だけでなく投資家、サプライチェーン等のプ

レーヤーも影響力をもちうる。そこで、本節では、投資家やサプライチェーンからの働きかけによる安全性の強化に

ついて検証する。 

 

 

図 2-1 製品事故防止に向けた安全性強化のアプローチの全体像 
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（参考）政府による産業保安分野おける自主保安力強化に向けた取り組み状況 

政府は、産業保安分野において規制以外の部分で、当事者企業における自主保安力向上を促してきた。

その代表的な例がスーパー認定事業所である。スーパー認定事業所制度は、高度な自主保安を実施している

事業者に対して、8年を限度に大幅に連続運転期間を自由に設定できる制度である。そのため、スーパー認定

事業所制度を取得したプラントは、連続運転期間が大幅に延長されることに加え、プラントにとって、ベストなタイ

ミングで検査を行うことが可能となり、当事者企業にとっては魅力的なポジティブ・インセンティブである。しかし、ス

ーパー認定事業所の認定には、厳格な基準が設けられており、高いレベルの安全要件を満たす必要がある。 

 

 

図 2-2 スーパー認定事業所の制度概要 
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また、政府では保安力強化のための情報発信や啓発を行っている。例えば、

2017年 4月に公表された「スマート保安先行事例集～安全性と収益性の

両立に向けて～」がある。この事例集では、国内の多くのプラントが設備の老朽

化や現場作業員の高齢化等の課題に直面する中、IoT・ビッグデータ・AI の活

用によりヒトを補完しながら、安全性と収益性の両立を実現している企業を取り

上げた事例集である。石油精製、石油化学、一般化学、ガス、電力の各業界

において、産業保安分野におけるスマート化に成功している企業 25社を紹介

している。 

 

 

事例集の他にも、2017年 7月には、石油精製、石油化学、一般化学、

ガス、電力業界を対象に、「スマート保安セミナー」を開催しスマート保安のメリッ

トや導入のポイント等についての講演を行った。500名程度の業界関係者が

参加した。 

  

図 2-3 スマート保安先行事例集 

図 2-4 スマート保安セミナーの様子 
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（参考）政府による産業保安分野おける自主保安力強化に向けた取り組み状況 

政府は、製品安全分野においても、規制以外の部分で、当事者企業における自主的な安全性の高度化を

促してきた。その例として代表的な取り組みが製品安全対策優良企業表彰である。この表彰は、製品自体の

安全性について評価するのではなく、当事者企業の製品安全に対する取り組みを評価しているものである。 

 

 

 

また、政府では製品安全分野におけるリコールを実施するに際しての考え方や、基本的な事故をまとめたリコ

ールハンドブックを作成している。一般消費者の特定等当事者企業が速やかにリコールを行うための手順等が記

載されている。このハンドブックに沿って、自社のリコール時のマニュアル等を作成している当事者企業も多く存在

する。 
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2.2. 産業保安分野における市場メカニズムを活用した安全性強化の可能性 

2.2.1. 産業保安分野における投資家による働きかけの課題と可能性 

産業保安分野における投資家に働きかけについて、当事者企業、投資家の抱える課題は相互に連携してい

るものと考えられる。当事者企業側の動機が不足している理由としては、株主総会等で投資家からプラント事故

防止についての取り組みについて質問を受ける機会は少なく、保安力強化への取り組みが投資家に評価されて

いるか分からないということが挙げられる。一方、投資家側の動機が不足している理由としては、保安力を強化さ

せている企業が財務パフォーマンスにおいてどのような優位性があるか分からないということである。しかし、これは、

投資家側に財務パフォーマンスの優位性を提示し、投資家が安全性への取り組みに関心を持つことによって、当

事者企業の抱える課題は解消するものと思われる。 

それだけでなく、当事者企業側が、投資家に対して保安力を強化の取り組みをどのように発信すればいいか分

からないということも当事者側の課題として挙げられる。投資家側は、企業からの情報発信がないために判断が

できない、また情報公開されていたとしても技術的な内容なため判断が難しいといったリソース・ノウハウ不足によ

る課題も指摘できる。 

 

図 2-5 産業保安分野における当事者企業と投資家の抱える課題 
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投資家による働きかけの可能性 -財務パフォーマンスの優位性の検証 

産業保安分野において、保安力の強化に努めている当事者企業の財務パフォーマンスの優位性を検証する

ために、認定事業所取得企業の中で、上場企業をはじめとして、財務データの取得が可能な 24社において、

売上高営業利益率及び売上高年平均成長率、PER25の値を比較した。 

 その結果、石油精製、化学ともに、認定事業所取得企業の売上高営業利益率及び売上高年平均成長率

の平均値は、業界平均値を上回っていた。一方、PERでは石油精製、化学ともに、財務パフォーマンスが高い

にも関わらず、高い市場評価を受けるには至っていない。 

財務体質が良好な企業が保安にも投資できるといった側面もあるが、認定事業所取得企業は、業界他社と

比較して財務パフォーマンスに優位性があるということは言える。 

 

 

図 2-6 認定事業者の平均値と各業界の平均値との比較 26 

  

                                         
25 Price Earnings Ratio の略称で株価収益率と訳される。株価収益率 = 株価/一株当たり当期純利益で計算され、株価と企業の収益力

を比較することによって株式の投資価値を判断する際に利用される尺度 
26 認定事業所の該当企業の中で、財務データが取得可能であった企業を抽出 
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投資家による働きかけの可能性 -統合報告書 27における製品安全の発信状況 

 財務情報に加え、環境や社会への配慮、ガバナンス等の非財務情報を含む統合報告書を近年作成する企

業が多くなっている。統合報告書は投資家が企業を判断する際や対話を行う際の参考情報として、企業から発

行される報告書の中でも重要なものと位置づけられている報告書である。そこで、産業保安分野の当事者企業

の統合報告書の中で、保安力強化への取り組みの発信状況を調査 28した。 

産業保安分野の当事者企業において、保安・保全・安全という言葉は、報告書の中に出てくる企業は多かっ

たものの、1ページ以上のページ数を割いて、統合報告書の中で、安全性への取り組みを情報発信している当

事者企業は全体の 33%程度であった。 

安全が特に重要な産業保安分野の企業において、現状、保安力強化に関する投資家への情報発信は少

ないと状況にある。 

 

 

図 2-7 製品安全分野における企業の統合報告書の安全性向上への取り組み発信状況 29 

  

                                         
27 統合報告書の名称は企業によって様々であるが、財務情報に加え、環境や社会への配慮、知的資産から、ガバナンスや中長期的な経営戦略

までを含む非財務情報が含まれている報告書と定義 
28 統合報告書の中で安全性への取組についてページを 1 ページ以上にわたり情報発信しているかを調査 
29 出典：各社ホームページよりアクセンチュア作成  

※石油精製、石油化学、一般化学、鉄鋼、非鉄金属、電力及びガスの産業保安分野の上場企業を調査 
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2.2.2. 産業保安分野おけるサプライチェーンによる働きかけの課題と可能性 

産業保安分野におけるサプライチェーンの働きかけの可能性を模索する上で、プラント企業と川下企業のパワ

ーバランスが重要となってくる。一概には言えないが、一般的に企業規模が多い企業は、交渉力が強い。したがっ

て、企業規模がプラント企業の方が大きいと、川下企業からの働きかけは難しくなる。そのため、プラント企業と川

下企業の企業規模を「図 2-11 プラント企業と川下企業の規模の比較」にて比較した。 

売上規模で上位のプラント企業は、いずれも売上高 5,000億円を超えている。それに対して、「自動車」、

「電気機器」関連の上位企業は、プラント企業の規模を上回ってはいるものの、その他の「塗料」、「化粧品・洗

剤」等の川下業界の企業では、プラント企業の規模に遠く及ばない。したがって、自動車、電気機器以外の川

下企業は、プラント企業に対する交渉力が限定的な可能性がある。 

 

 

図 2-8 プラント企業と川下企業の規模の比較 30 

 

 

 

  

                                         
30 出所: 日本経済新聞「売上高ランキング」よりアクセンチュア作成 
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また、川下企業は調達規模の観点で、事業規模で劣ること以外にも、交渉力を持てる企業は限られる。プラ

ント企業からの調達では、多品種少量の仕入れを行っている企業も多いが、それぞれの調達ロット数が小さいケ

ースが存在する。加えて、相対的に規模の劣る川下企業においては、未だに本社・部門単位での集中購買が

実現しておらず、調達機能が工場単位に分散している企業も多い。調達機能が分散している場合には、一層、

プラント企業に対する交渉力が限定的となる。 

 

さらに、代替性の不在も川下企業の交渉力が限定的になる要因の一つである。プラント企業から調達する材

料に代替性がない・限定的な製品が多くなっていることから、プラント企業に対して川下企業から安全性について

働きかけを行ったところで、聞き入れてもらえない可能性がある。 

以上のように、川下企業はプラント企業への働きかけを行う上での立場が十分に強くないと想定される。 
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2.3. 製品安全分野における市場メカニズムを活用した安全性強化の可能性 

2.3.1. 製品安全分野おける投資家による働きかけの課題と可能性 

製品安全分野においても、産業保安分野同様に、当事者企業、投資家の抱える課題は相互に連携してい

るものと考えられる。当事者企業側の動機が不足している理由としては、株主総会等で投資家から製品安全へ

の取り組みについて質問を受ける機会は少なく、安全性への取り組みが投資家に評価されているか分からないと

いうことが挙げられる。一方、投資家側の動機が不足している理由としては、安全性を高度化させている企業が

財務パフォーマンスにおいてどのような優位性があるか分からないということである。しかし、これは、投資家側に財

務パフォーマンスの優位性を提示し、投資家が安全性への取り組みに関心を持つことによって、当事者企業の抱

える課題は解消するものと思われる。 

それだけでなく、当事者企業側が、投資家に対して安全性への取り組みをどのように発信すればいいか分から

ないということも当事者側の課題として挙げられる。投資家側は、企業からの情報発信がないために判断ができ

ない、また情報公開されていたとしても技術的な内容なため判断が難しいといったリソース・ノウハウ不足による課

題も指摘できる。 

 

 

図 2-9 製品安全分野における当事者企業と投資家の課題 
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投資家による働きかけの可能性 -財務パフォーマンスの優位性の検証 

製品安全分野において、安全性の高度化に努めている企業の財務パフォーマンスの優位性を検証するため

に、製品安全対策優良企業表彰の過去受賞企業の中で、上場企業をはじめとして、財務データの取得が可

能な 26社において、売上高営業利益率及び売上高年平均成長率、PER31の値を比較した。 

 その結果、調査した全ての製品安全分野について、製品安全優良企業表彰者の売上高営業利益率及び

売上高年平均成長率の平均値は、業界平均値を上回っていた。一方、PERでは下回っている業界もあり、財

務パフォーマンスが高いにも関わらず、高い市場評価を受けるには至っていない。 

もちろん、財務体質が良好な企業が安全にも投資できるといった側面もあるが、製品安全対策優良企業表

彰の受賞企業は業界他社と比較して財務パフォーマンスに優位性があるということは言える。 

 

 

図 2-10 製品安全優良企業表彰者の平均値と各業界の平均値との比較 32 

  

                                         
31 Price Earnings Ratio の略称で株価収益率と訳される。株価収益率 = 株価/一株当たり当期純利益で計算され、株価と企業の収益力

を比較することによって株式の投資価値を判断する際に利用される尺度である。 
32 大企業製造事業者・輸入事業者部門中で、財務データが取得可能であった企業を抽出 
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（参考）製品安全各分野の企業の財務パフォーマンス 

製造・輸入/家電業界 

 

図 2-11 家電業界における製品安全対策優良企業表彰者の経済優位性の検証 33 

 
製造・輸入/住宅設備業界 

 

図 2-12 住宅設備業界における製品安全対策優良企業表彰者の経済優位性の検証 34 

  

                                         
33 出典: 各社有価証券報告書よりアクセンチュア作成 ※ 各社の財務データは 2017年 12月時点の最新の本決算数値 
34 出典: 各社有価証券報告書よりアクセンチュア作成 ※ 各社の財務データは 2017年 12月時点の最新の本決算数値 
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製造・輸入/衣服・装飾品業界 

 

図 2-13 衣服・装飾品業界における製品安全対策優良企業表彰者の経済優位性の検証 35 

 
小売・販売/GMS業界 

 

図 2-14 GMS業界における製品安全対策優良企業表彰者の経済優位性の検証 36 

  

                                         
35 出典: 各社有価証券報告書よりアクセンチュア作成 ※ 各社の財務データは 2017年 12月時点の最新の本決算数値 
36 出典: 各社有価証券報告書よりアクセンチュア作成 ※ 各社の財務データは 2017年 12月時点の最新の本決算数値 
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小売・販売/家電量販店 

 

図 2-15 家電量販店における製品安全対策優良企業表彰者の経済優位性の検証 37 

 

小売・販売/家具・インテリア小売業界 

 

図 2-16 家具・インテリア小売業界における製品安全対策優良企業表彰者の経済優位性の検証 38 

  

                                         
37 出典: 各社有価証券報告書よりアクセンチュア作成 ※ 各社の財務データは 2017年 12月時点の最新の本決算数値 
38 出典: 各社有価証券報告書よりアクセンチュア作成 ※ 各社の財務データは 2017年 12月時点の最新の本決算数値 
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小売・販売/生活用品小売業界 

 

図 2-17 生活用品小売業界における製品安全対策優良企業表彰者の経済優位性の検証 39 

                                         
39 出典: 各社有価証券報告書よりアクセンチュア作成 ※ 各社の財務データは 2017年 12月時点の最新の本決算数値 
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投資家による働きかけの可能性 -製品安全対策優良企業表彰者の経済優位性の検証 

財務パフォーマンスだけでなく、株価成長率及び株価成長率の安定性を検証した。具体的な手法としては、

株価データの取得可能な製品安全対策優良企業表彰の表彰企業 26社で、ポートフォリオを組み、過去 10

年間の日経平均、TOPIXの株価変化率及び安定性を分析した。その結果、製品安全対策優良企業表彰

の表彰企業は成長率が高く、安定性も高いことが確認できた。 
 

 

図 2-18 株価成長率 40（2007～2017）41 

 

 

図 2-19 株価成長率の標準偏差 42（2007～2017）43 

  

                                         
40 週次の平均成長率 
41 出典: 各社有価証券報告書よりアクセンチュア作成 ※1 週次の平均成長率 
42 数値が少ないほど株価が安定的に推移 
43 出典: 各社有価証券報告書よりアクセンチュア作成 ※2 数値が少ないほど株価が安定的に推移 
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投資家による働きかけの可能性 -統合報告書 44における製品安全の発信状況 

 財務情報に加え、環境や社会への配慮、ガバナンス等の非財務情報を含む統合報告書を近年作成する企

業が多くなっている。統合報告書は投資家が企業を判断する際や対話を行う際の参考情報として、企業から発

行される報告書の中でも重要なものと位置づけられている報告書である。そこで、製品安全分野の当事者企業

の統合報告書の中で、安全性への取り組みの発信状況を調査 45した。 

製品安全分野の当事者企業において、安全という言葉は、報告書の中に出てくる企業は多かったものの、1

ページ以上のページ数を割いて、統合報告書の中で、安全性への取り組みを情報発信している当事者企業は

わずか 16%程度であった。 

CSR報告書の中では、安全性への取り組みが情報発信されている企業は多いものの、CSR報告書に目を

通さない投資家も多い。したがって、多くの投資家の目に触れる位置での安全性に関する情報発信という意味

では不足している状況にある。 

 

 

図 2-20 製品安全分野の企業における統合報告書の安全性向上への取り組み発信状況 46 

 

  

                                         
44 統合報告書の名称は企業によって様々であるが、財務情報に加え、環境や社会への配慮、知的資産から、ガバナンスや中長期的な経営戦略

までを含む非財務情報が含まれている報告書と定義 
45 統合報告書の中で安全性への取組についてページを 1 ページ以上にわたり情報発信しているかを調査 
46 出典：各社ホームページよりアクセンチュア作成 ※一般消費者向け家電・家具・住宅設備の製品安全分野の上場企業を調査 
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2.3.2. 製品安全分野おけるサプライチェーンによる働きかけの課題と可能性 

製品安全分野における各社のヒアリングを踏まえて、サプライチェーン上、どこに課題がありうるのかを「図 

2-25」に整理した。 

まず、製品安全分野におけるサプライチェーンの主体は、「消費者」、「小売」、「OEM メーカー」、「ナショナルブ

ランド（NB）メーカー」、「二次サプライヤー以降」の 4 つに分類される。 

消費者から小売の間では、「消費者が安全に対して、対価を支払う意識が低い」という課題が見られた。製品

の安全性は消費者にとっては当然のことであり、製品の安全性が購買の基準になっていないということが挙げられ

る。しかし、ひとたび製品の安全性に欠陥があることが明るみになると製品は売れなくなる。 

 次に小売の社内での課題であるが、小売り側製造物責任が生じるプライベート（PB）商品を取り扱い場合

と、NB商品を取り扱う場合で状況が異なる。PB商品を中心に取り扱う小売企業は、設計/技術等製品の安

全性を技術的な観点から判断できる担当者がいるケースが多いが、NB商品を中心に取り扱う小売企業は設

計/技術の担当者を置いていない小売企業が多く、技術的な観点から製品の安全性を評価できないという課題

があった。また、製造物責任を負わず、製品事故が生じた際もメーカー側が責任を負うため、NB商品を中心に

取り扱う小売企業は、PB商品を中心に取り扱う小売企業に比べて製品の安全性に対する意識が低くなりがち

である。安全に対する意識が低いことに起因して、NB商品を中心に取り扱う小売企業では、製品安全の取り

組んだとしても、会社への貢献が把握しづらく、社内で評価されにくいという実情にあることがヒアリングの結果分か

った。 

さらに、小売とメーカーとの間では、NB商品を取り扱う小売企業の場合、NB メーカーとの交渉のパワーバラン

スでも優位に立てていないケースが多く、製品の安全性を誓約する契約を NB メーカー側と締結しづらいという声

も聞かれた。 

メーカー側にも課題はいくつか挙げられる。NB メーカーは、家電や住宅設備のように大企業が多いが、家具業

界等、中小メーカーが多いケースも存在する。中小の NB メーカーにとっては、製品の検査負担が大きいことや製

品事故になっても場合によっては保証ができない恐れがあるという課題が見られた。一方、大企業の NB メーカー

でも品質保証部と営業部や窓口等の他部署との連携不足により、販売先や消費者の声が品質保証部まで共

有されていないという課題があった。PB商品を受託製造する OEM メーカーでは、品質管理体制が脆弱で、設

計担当者によってスキルの偏りが見られる等の意見もあった。これは、OEM メーカーのみならず、中小メーカーも

同様の状況にあることが想定される。 

メーカーとサプライヤーとの間の課題として多くの企業が回答したのは、トレーサビリティの担保である。小規模な

サプライヤーや海外のサプライヤーから調達している際は、トレーサビリティの担保が難しい。また、トレーサビリティは

製品安全等の品質に限らず、ESG の観点でも、労働安全が担保されている企業から調達しているかどうか等投

資家から指摘されることでもあり、メーカー側としても積極的に取り組んで行かなければいけないテーマとなってい

る。 



 

52 
Copyright © 2018 Accenture All rights reserved. 

最後に、二次サプライヤー以降の課題としては、委託企業に承諾せずに部材を変更するサイレントチェンジが

課題となっている。実際に、サイレントチェンジが原因で、製品事故が起き、リコール回収に至った経験があると回

答したヒアリング企業もあった。 

以上のように、製品安全分野おけるサプライチェーンに安全性の向上を阻害する多くの課題がある。 

 

 

図 2-21 製品安全におけるサプライチェーンの課題 

  



 

53 
Copyright © 2018 Accenture All rights reserved. 

サプライチェーンによる働きかけの可能性 

 ドイツでは、GS マークという認証があり、安全性が認証された製品に付けられる型式認証である。GS マーク

は、製品安全の検査だけでなく、工場の検査も行われ、製造工場の品質管理体制や製造している現場環境、

試験・測定機器等の保守状況などを検査され、認証基準が厳しい。したがって、ドイツでは、GS マークは一般

消費者にも認知され、購買の基準にもなっている。日本でも一般消費者に認知され、購買の基準となるものが

あれば、消費者の意識は変わってくると思われる。 

 

 

図 2-22 GS マークの概要 

  



 

54 
Copyright © 2018 Accenture All rights reserved. 

3. 投資家からの働きかけによる安全性強化の具体策 

3.1. ESG を活用した市場メカニズムによる安全性強化 

投資家からの働きかけによる安全性について、「2.2.1産業保安分野における投資家による働きかけの課題

と可能性」及び「2.3.1製品安全分野おける投資家による働きかけの課題と可能性」にて検証した。当事者企

業の課題として、安全性に関する情報を公表できていないということが挙げられる。現状、多くの投資家が目を通

す統合報告書において安全性に関する情報発信は少ない。また、安全性は工場におけるプロセス・設計等にも

関わる情報であるため、詳細情報は公表できないケースや専門的な内容も多い。そのため、企業側も投資家に

分かりやすい形で情報発信しづらいという点も課題として挙げられる。しかし、そもそも情報公開ができていないと

いう以前に、株主総会の質問や投資家との対話の中で、安全性に関する議論を行ったことがないため、投資家

が求める情報が分からないという当事者企業も多い。こうした当事者企業側の事情もあり、投資家側も安全性

を評価することが難しくなっている。 

このように、投資家による働きかけによる安全性強化を促す上で、まず当事者企業による安全性の発信が必

要であるが、安全性をただ情報発信するだけでは、投資家の関心を引くことはできない。実施にヒアリング企業の

中でも、安全性は大事なことであるが、何か事故がないと投資家から質問されることはほとんどないとの回答も得

ている。 

そこで、昨今話題となっている ESG投資の考え方を活用することを検討した 47。国際連合が 2006年、投

資家がとるべき行動として責任投資原則（PRI：Principles for Responsible Investment）を打ち出

し、ESGの観点から投資するよう提唱したため、欧米の機関投資家を中心に企業の投資価値を測る新しい評

価項目として関心を集めるようになった。従来の社会的責任投資（SRI）が環境保護等に優れた企業を投資

家が応援しようという発想だったのに対し、ESG投資は環境、社会、企業統治を重視することが結局は企業の

持続的成長や中長期的収益につながり、財務諸表等からは見えにくいリスクを排除できるとの発想である。まさ

に、プラント事故や製品事故は、財務諸表等からは見えにくいリスクであり、その考え方は ESGの考え方と同じで

ある。有識者へのヒアリングでも、ESGの項目の中に、プラント事故や製品事故が含まれているとの回答も多数

得ている。 

その ESG投資が、2017年日本でも脚光を浴び、注目されている。年金積立金管理運用独立行政法人

（GPIF）48は、2017年 7月に３つの ESG指数を選定し、同指数に連動した日本株のパッシブ運用を開

始した。具体的な指標としては、「FTSE Blossom Japan Index」、「MSCI ジャパン ESG セレクト･リーダ

                                         
47 出典: 環境（Environment）、社会（Social）、企業統治（Governance）に配慮している企業を重視・選別して行う投資。 
48 厚生労働省所管の独立行政法人で日本の公的年金のうち、厚生年金と国民年金の積立金の管理・運用を行っている機関。世界最大の機

関投資家でもある。 
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ーズ指数」、「MSCI 日本株女性活躍指数」の 3 つである。選定した ESG指数に基づくパッシブ運用について

は、国内株全体の３%程度、約１兆円 で運用を開始すると公表しており、GPIF が ESG投資を開始したこと

で、多くの国内機関投資家も ESG投資に注力すると表明している。 

以上のような経緯から投資家からの働きかけによる安全性強化については、ESG を活用した市場メカニズムを

機能させるべく、当事者企業と投資家への政府から有効な働きかけは何かということを検討する。 

 

 
  



 

56 
Copyright © 2018 Accenture All rights reserved. 

日本及び世界における ESG投資の状況 

2014年から 2016年にかけてグローバル全体でも、総じて ESG額は増加傾向にあるが、世界で見ても日

本の ESG投資額の伸びは突出している。日本では、2014年に 0.85兆円だった ESG投資額は、2016年

には、55兆円、さらに、2017年は、GPIF が ESG指数を採用したパッシブ運用を開始する等、「ESG投資

元年」と言われ、投資額が 137兆円まで増加した。 
 

 
図 3-1 世界の ESG投資額と株式投資に占める割合 49 

  

                                         
49 出典: GSIA “2016 Global Sustainable Investment Review”、日本の 2017年度のデータのみ JSIF ウェブサイトより 

アクセンチュア作成 
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日本における ESG投資の主体 

日本における ESG投資の主体は機関投資家が大多数を占める。国内 10運用機関によるアンケートなの

で、「図 3-3 世界の ESG投資額と株式投資に占める割合」の総額よりは少なくなっているが、本アンケートで

は、97.2%が機関投資家となっている。 

 また、預かり資産上位 10の機関投資家は、2017年 12月時点で、10機関中 7機関が UNPRI50に署

名している。 

 

図 3-2 国内運用機関での ESG投資の顧客属性別資産シェア 51 

 

図 3-3 国内機関投資家の預かり資産ランキング 52 

                                         
50 責任投資原則（PRI）の正式名称「United Nations Principles for Responsible Investment（国連責任投資原則）」の略。 

ESG に配慮した責任投資を行うことを宣言することである 
51 出典: 日興リサーチセンター「日本における ESG 投資の規模」よりアクセンチュア作成 

※2015 年 9 月時点で、日本に本拠地を置く UNPRI 署名の運用期間 22 機関の中から上場企業を対象と しないプライベート・

エクイティー投資を行っている 4 機関を除いた 18機関を対象として 2015年 10月に アンケート調査票を送付し、10機関から有効

回答を得た結果。 
52 出典: The P&I/Willis Towers Watson World 500 よりアクセンチュア作成 ※2016年 12月 31日時点 

※UNPRI の署名状況は、2017年 12月時点 
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ESG投資の運用パフォーマンス 

なお、ESG投資は運用パフォーマンスについては、肯定的な見方が多い。学術研究でも ESG投資の運用パ

フォーマンスの高さが、実証されているほか、GPIF による ESG運用の成果試算でも、このように、大義名分の提

示だけでなく、運用実績面でも投資家の関心を引くことができる。 

 

図 3-4 GPIF による ESG運用の成果試算 53 

                                         
53 出典: 日経ビジネス「公的年金、新型運用を始めた『ひそかな』理由」（2017年 7月 17日号）よりアクセンチュア作成 
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非財務情報の重要性及び非財務情報元 
非財務情報が全く投資判断に影響しないと回答した機関投資家は、2016年では、わずか 5%であり、

95%の機関投資家が投資意思決定に役立てている。また、その情報源の有益性は年次報告書、統合報告

書、マスコミ報道が高いと回答している。 

 

 

図 3-5 投資判断におけて非財務情報が重要な役割を果たしてきた頻度 54 

 

 

図 3-6 投資判断に有益な非財務情報源 55 

 
 

 

                                         
54 出典: EY Japan「投資家に企業の 真価を伝える 非財務情報開示とは？」よりアクセンチュア作成  ※回答数は不明 
55 出典: EY Japan「投資家に企業の 真価を伝える 非財務情報開示とは？」よりアクセンチュア作成 
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ESG を活用した安全性強化の対象となる投資家 

「図 3-4 国内運用機関での ESG投資の顧客属性別資産シェア」にも示したように、ESG の投資主体とし

ては、大多数が機関投資家である。したがって、一旦機関投資家へ働きかけることを重点的に行う。将来的に

は、個人投資家の”ファットテール”化というアプローチも考えうる。 

 

 

図 3-7 ESG を活用した当事者企業への投資促進に向けた方向性 
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ESG を活用した安全性強化のための施策案 

ESG を活用した安全性促進のために政府が行うべき施策を特定するために施策を網羅的に洗い出した。そ

こで、投資家目線で投資意思決定前と投資意思決定後の 2 つの視点から施策を検討した。 

 まず、投資意思決定前については、答えるべき問いとして、「1.安全先進企業に投資する動機づけを行うため

に何が必要か」という動機づけに関する問いと、「2.安全先進企業を適切に見極めるために何が必要か」という情

報提供に関する問いがある。 

「1.安全先進企業に投資する動機づけを行うために何が必要か」という問いに答えるアプローチとして、「1-1. 
ESG の評価軸に安全性が含まれることを検証・周知」、「1-2.安全性が運用成績に貢献することを検証・周

知」、「1-3.運用会社へのインセンティブを付与」が考えられる。「1-1. ESGの評価軸に安全性が含まれること

を検証・周知」については、評価機関が提供する ESG指標において、プラント事故や製品事故が及ぼす ESG

レーティングへの影響を調査し、周知すること等の具体案が挙げられる。「1-2.安全性が運用成績に貢献するこ

とを検証・周知」については、「2.2.1産業保安分野における投資家による働きかけの課題と可能性」及び

「2.3.1製品安全分野おける投資家による働きかけの課題と可能性」にて検証した安全性が高い企業における

財務パフォーマンス及び株価の優位性を分析し、周知することが挙げられ、さらに、財務パフォーマンスが高いこと

を示した「ファクトブック」の作成等も考えられる。「1-3.運用会社へのインセンティブを付与」については、安全性が

高い企業に投資する運用会社への表彰等が挙げられる。 

次に、「2.安全先進企業を適切に見極めるために何が必要か」という問いに答えるアプローチとして、「2-1. 

既存の優良企業を広報」、「2-2.安全性の評価項目・体系を作成」、「2-3.個社の投資判断に資する情報整

備」が考えられる。「2-1.既存の優良企業を広報」については、既に実施済みのスーパー認定事業所や製品安

全対策優良企業表彰を投資家向けにも広報するということが挙げられる。「2-2.安全性の評価項目・体系を作

成」では、ESG指標のような安全性が高い企業を評価する新たな評価項目・評価体系を作成するということが

考えられる。「2-3.個社の投資判断に資する情報整備」では、スーパー認定事業所及び製品安全対策優良

企業表彰等の評価結果のうち、投資家の意思決定に資する情報を公開・発信や、企業による統合報告書等

の作成・高度化を後押しすること等が挙げられる。 

 最後に、投資後において、答えるべき問いとして、「3.投資先に安全を促す手法は何か」がある。ここでのアプロ

ーチとしては、「3-1.企業との対話環境を整備」であり、産業保安及び製品安全分野における「価値協創ガイダ

ンス 56」の作成や ESG ミーティング 57のガイドライン等を策定が挙げられる。 

 以上が、ESG を活用した安全性の強化における政府の施策案の概要であるが、どの施策が最も効果的かつ

実現性が高いかということを検討する上では、有識者からの意見を踏まえ、検討することとした。検討にあたって

は、投資家、評価機関、当事者企業、研究者からなる勉強会を開催した。 

                                         
56 経済産業省「持続的成長に向けた長期投資（ESG・無形資産投資）研究会」にて策定された企業の情報開示や投資家との対話を促進す

るためのガイダンス。図 3-11 価値協創ガイダンス参照 
57 企業の ESG情報について理解を深めてもらうための取組みであり、企業が主催し、既存株主でなくとも参加可能な会合 
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図 3-8 ESG を活用した安全性強化に向けた施策案 
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図 3-9 価値協創ガイダンス 
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（参考）日本における ESG運用別投資残高 

日本 ESG投資における投資手法として、運用残高が多い手法が、投資先企業との対話により、ESG要因

の改善を働きかける「エンゲージメント/議決権行使」、評価機関のインデックスのように ESG要因の優れた企業

を選定する「ポジティブスクリーニング」、従来の投資手法に ESG要因分析を加味する「ESG インテグレーション」

である。ヨーロッパで多い、「国際規範に基づくスクリーニング」や「ネガティブスクリーニング」は日本では投資残高は

少なくなっている。 

 

 

図 3-10 ESG投資の運用手法の種別と投資残高 58 

 

 

  

                                         
58 出典: NPO 法人 日本サステナブル投資フォーラム「第 3 回サステナブル投資残高アンケート調査」よりアクセンチュア作成 
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3.2. 勉強会の実施 

「3.1. ESG を活用した安全性強化」で述べたように、政府では、ESG投資を活用した安全性の強化を図るた

め、投資家、評価機関、当事者企業、研究者 10名程度を委員とした勉強会を 2回開催した。第一回で

は、まず、ESG投資を活用した安全性の強化を促す上で、政府の施策として何が有効的かつ実現性の高い施

策なのかを検討した。第二回では、第一回を踏まえた施策案を次年度以降、どのように取り組んで行くかについ

て検討した。 

 

第一回勉強会の議論を踏まえた今後の方向性 

施策案に対する議論では、投資家や評価機関がもっとも見る統合報告書において、当事者企業の統合報告

書における安全性の情報発信が十分でないという意見が聞かれた。一方で、当事者企業も、統合報告書の情

報発信についてまだ試行錯誤しており、どのように発信すればよいか議論している状況にあることが分かった。 

また、政府が既に実施しているスーパー認定事業所や製品安全対策優良企業表彰等は、現在投資家が評

価できてない安全性の取り組みにおける優良企業を評価しているものであるが、現状投資家には認知されてい

ない。投資家、投資家企業双方の声として、国内外の投資家向けにも広報することを求める声があった。 

 

以上の有識者の意見を踏まえ、「図 3-14 【再掲】ESG を活用した安全性強化に向けた施策案」の中で、政

府が取り組むべき施策として、優先的に以下の 2 つの施策における具体案を検討することとした。 

 

 産業保安/製品安全の優良企業を広報（「2-1.既存の優良企業を広報」 ） 

 企業による統合報告書等の作成・高度化を後押し（「2-3.個社の投資判断に資する情報整備」） 
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市場メカニズムの実現に向けた課題の再整理 

第一回勉強会を踏まえ、当事者企業、投資家、評価機関の間での安全性に関する情報開示や評価につい

ての課題を再整理した。まず、当事者企業は、統合報告書の作成方法自体手探りの企業も多く、投資家がど

のような情報を求めているのか分からないということであった。一方、投資家は、当事者企業から十分な情報提

供がなされていない、また政府の取り組みも認知をしていない。評価機関は投資家の要望があると評価の観点

を変えることがあるが、現状、投資家からの要望がないため、評価の観点を変えるまでには至っていない。 

 

 

図 3-11 市場メカニズムの実現に向けた現状の課題 

 
  



 

67 
Copyright © 2018 Accenture All rights reserved. 

政府からの働きかけによる市場メカニズム機能のイメージ 

「図 3-15 市場メカニズムの実現に向けた現状の課題」で示した課題を解消すべく、政府が当事者企業及

び、投資家働きかけることによって、市場メカニズムの機能を目指す。具体的には、政府から当事者企業に対し

ては、統合報告書の安全性の情報発信におけるポイントや優良企業の発信を行う。また、政府から投資家に対

しては、スーパー認定事業所や製品安全対策優良企業表彰を投資家向けにも情報発信する。この際の優先

順位であるが、まず、当事者企業からの情報発信がないと投資家は評価できないことや統合報告書の作成は

年に 1回であるため、政府から当事者企業に対する施策を優先させる。 

 

 

図 3-12 政府からの働きかけによる市場メカニズム機能のイメージ 
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企業が発行している報告資料における ESG情報と投資家の関心度 

企業が発行している報告資料の中で、ESG情報の発信量が多く、投資家の関心が高いのは、統合報告書

である。有識者へのヒアリングでも、投資家は ESG ファンド出ない限り、CSR/サステナビリティ報告書に目を通す

ことは少ないという回答を得ている。したがって、安全性の取り組みを投資家へ情報発信する上で、統合報告書

が有効である。 

 

図 3-13 企業が発行している報告資料における ESG情報と投資家の関心度 
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統合報告書における安全性の情報発信状況 

産業保安分野 67社 59及び製品安全分野 38社 60において、統合報告書の作成状況と安全性に関する

情報発信状況を調査した。その結果、産業保安分野では、安全性の取り組みの発信があった企業が全体の

33%、製品安全分野に至っては、全体の 16%にとどまっており、投資家が目を通す統合報告書において、十

分な情報発信がなされていない。 

 

 

図 3-14 【再掲】当事者企業の統合報告書の完全性向上への取組の発信状況 61 

 
  

                                         
59 産業保安分野は、石油精製、石油化学、一般化学、鉄鋼、非鉄金属、電力及びガスの産業保安分野の上場企業 
60 製品安全分野一般消費者向け家電・家具・住宅設備の製品安全分野の上場企業 
61 出典: 各社ホームページよりアクセンチュア作成 
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統合報告書の発行頻度及びタイミング 
統合報告者の発行は 1年ごとであり、政府の働きかけがあったとしても、反映されるまでに時間がかかる。した

がって、まず、当事者企業に対する施策が優先される。 

また、統合報告書の発行は決算後 4～5 か月後に集中している。日本企業の本決算月は、3月が多いの

で、決算期の集中時期から逆算して毎年 8～9月に集中しているものと考えられる。通常、8月に発行する際

には、前年の 12月には既に、制作会社の選定も終了しており、来年度に発行する統合報告書の準備は既に

始まっているため、働きかけを行う時期も考えなければならない。 

 

 

図 3-15 統合報告書の発行タイミング 62 

  

                                         
62 出典: KPMG ジャパン「日本企業の統合報告書に関する調査 2016」よりアクセンチュア作成 
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投資家に有益な情報提供のイメージ 

当事者企業が発信する情報で投資家に何が有益かということを講じるにあたり、投資家の思考回路を理解

する必要がある。投資家がどのような考え方で投資判断を行うかを理解すれば、企業が情報公開すべき情報が

見えてくる。以下の「図 3-20 安全性向上による企業価値向上の好循環モデル」はその一例である。例えば、

従業員に対する好循環として、まず、クレーム件数が減ると今までクレーム対応に当たっていた従業員の精神的

ストレスが軽減されるとともに、本来希望していた業務に集中できるようになり、従業員の定着率が上がる。社員

の定着率が上がり、平均勤続年数が伸びると、企業イメージが向上する。企業イメージが向上すると優秀な人

材を採用することもできる。平均勤続年数の伸びと優秀な人材の確保で、従業員の能力が高くなることで、最

終的には、収益がアップするというイメージである。このように、直接的に因果を説明することは難しいことでも、業

績アップをイメージさせるような定量情報や定性情報を提供すると投資家はそれを読み解き、投資決定をするこ

とにつながる。 

 

図 3-16 安全性向上による企業価値向上の好循環モデル 
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統合報告書の評価ポイント 

当事者企業の統合報告書における安全性に関する情報開示を促すために、政府で検討すべき施策として、

評価ポイントの整理やベストプラクティスの特定、ランキングやカテゴリー分けの公表等が挙げられる。どの施策を

実施するかについては有識者の意見も取り入れつつ検討するが、いずれの場合においても「評価の観点」が必要

となる。そこで、価値協創ガイダンス（図 3-22 【再掲】価値協創ガイダンス）の観点を参考に A～F までの観

点を設け、産業保安分野、製品安全分野において、それぞれ評価に必要と思われる項目を案として取り上げ

た。評価の観点や具体的な項目に関しては検討が必要であるが、実際に取り組んでいるかということよりも情報

発信ができているかという点で評価したい。実際に取り組んでいても情報発信できていないと投資家へ伝わってい

ないということなので評価しない。 

 

 

図 3-17 統合報告書の情報発信における評価の観点 63 

 

                                         
63 赤字は、「図 3-22 【再掲】価値協創ガイダンス」における対応箇所 
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図 3-18 【再掲】価値協創ガイダンス 
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投資家にむけた政府の取り組みの発信 

スーパー認定事業所等の政府の取り組みは投資家にとって、有益な情報であるにも関わらず、現状認知してい

るという投資家からの意見が得られた。また、当事者企業からは、株主の 1/3 が外国人投資家であるので、英語

統合報告書にスーパー認定事業所を記載しても、それがどのような制度なのか英語での発信がないと外国人投資

家は理解できないという意見が出た。これらを踏まえ、スーパー認定事業所、製品安全対策優良企業表彰の英

語版での発信や審査内容を投資家にも分かりやすく広報することが有効であると考える。具体的には、スーパー事

業所認定及び製品安全対策優良企業表彰の概要を英語版で作成し、国内外の投資家へ向けアピールすること

やスーパー認定事業所及び製品安全対策優良企業表彰等の政府の評価結果のうち、投資家の投資判断に影

響を与えるものを公開・発信することを検討する。 
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第二回勉強会の議論を踏まえた今後の方向性 

統合報告書の評価のポイントについては、委員から「『図 3-26 【再掲】統合報告書の情報発信における評

価の観点』の中で、「D. 安全性と経営戦略との関連性」から始めると分かりやすい。」と指摘や「非財務情報は

予見可能性を高めるものである必要がある。」という指摘があった通り、評価の観点については、精緻化が必要

である。 

また、統合報告書について、「政府がベストプラクティスを公開すると、企業はベストプラクティスに縛られてしま

い、投資家と企業のオープンな対話を阻害することになってしまいかねない。」という指摘や、「統合報告書は企業

の思いを投資家に伝えるものである。」という指摘があったように、ベストプラクティス集のようなものを特定するより

は、カテゴリー分け等を実施し、当事者企業の統合報告書が、より投資家にとって有用な報告書になるように自

助努力を促す施策が有効と考える。当事者企業が自社の立ち位置を理解し、当事者企業自身がどのようにし

たら、投資家に思いが伝わる情報公開ができるか、また、どのような情報公開をすれば投資家との対話の糸口と

なるかということを考えることを促進できればよいと考える。 

さらに、当事者企業が投資家に評価される統合報告書を作成する上では、経営トップの巻き込みが必要で

ある。経営トップが必要性を感じ、社内で目的や思いが共有されて初めてストーリーができあがる。 

投資家サイドとしては、産業保安の事故防止の取り組みや事故の可能性は少ない状況で実施するリコールを

どのように評価したらよいか分かりづらいという指摘があった通り、やはり、専門家からの評価が下っているスーパー

認定事業所や製品安全対策優良企業表彰についての投資家に向けた情報発信は必要である。 

その他の指摘として、特に製品安全の分野において、情報発信だけでなく、製品の安全性自体を評価するよ

うな取り組みの実施も検討の余地はある。 
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4. サプライチェーンからの働きかけによる安全性強化の具体策 

4.1. 産業保安分野におけるサプライチェーンからの働きかけによる安全性強化 

産業保安分野において、どの川下業界が、プラント企業に対して影響力を持ち得るのかを論ずる上で、「企業

規模」、「取引量」、「原料・材料の追跡可能性」、「CSR調達の積極性」の４つの観点から有望な業界を特

定する。また、業界については、川下業界の中でも有識者から回答を得た「輸送機器メーカー」、「家電メーカ

ー」、「医薬品メーカー」、「洗剤・化粧品メーカー」、「塗料メーカー」、「輸送用機器部材メーカー」、「電子部材

メーカー」の 7業種について検討する。 

まず、プラント企業との交渉力を持つうえで企業規模が重要である。「図 2-11 プラント企業と川下企業の

規模の比較」で前述した通り、輸送機器メーカー、医薬品メーカー、家電メーカー、輸送用機器部材メーカー、

電子部材メーカーの上位企業は、プラント企業と対峙できる企業が多い。これらの業界の上位 5社は売上規

模 1兆円を超える企業が大多数を占める。 

また、企業規模がただ大きいだけでなく、プラント企業との取引量が多くないと、交渉力は持ちえない。取引量

として、多いのは、輸送機器メーカーと塗料メーカーである。一方で、医薬品メーカーや洗剤・化粧品メーカーは

商品数多いため、多品種小ロットの取引を行っているため、一品種当たりの取引は少なくなってしまう。 

次に、安全性を促す上で重要となってくるのは、「原料・材料の追跡可能性」である。自動車や医薬品、化粧

品等の一般消費者に近い業界は、品質に問題があると事故や人体への影響が出てしまう。したがって、何かあっ

た際に、原因を究明する必要があるため、原料・材料の追跡可能性（トレーサビリティ）が担保されていることが

重要である。このような業種の場合にも、プラント企業の安全性や品質管理体制は調達先を選ぶポイントにもな

ってくる。 

最後に、CSR調達の積極性である。CSR調達は家電業界の EICC64が有名であるが、一次サプライヤーだ

けでなく、さらに上流のサプライヤーにも遵守を要請しており、安全性を促す上でも影響力を持つ。CSR調達に

積極的な業界としては、輸送機器メーカー、家電メーカー、医薬品メーカー、洗剤・化粧品メーカー、電子部材

メーカーである。 

これらを踏まえると、「図 4-1 産業保安分野の川下業界における交渉力の違い」のようになる。プラント企業

への働きかけが有効な業界としては、輸送機器メーカーと医薬品メーカーである。輸送機器メーカーは、企業規

模が大きく、プラント企業との取引量も多い。また、自動車等の事故は、人の命に関わるので、上流工程までの

原料・材料の追跡可能性が重要である。また CSR調達にも積極的な企業が多いので、プラント企業へ安全性

                                         
64 Electronic Industry Citizenship Coalition の略。電子業界の CSR における行動規範。電子機器業界のサプライチェーンにおいて、労働

環境が安全であること、そして労働者が敬意と尊厳を持って扱われること、さらに製造プロセスが環境負荷に対して責任を持っていることを確実に

するための基準を規定した行動規範 
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を要請する動機と交渉力を持ちうる。また、医薬品メーカーは、売上規模も大きい企業が多いが、個別の取引

量は多くない。しかし、人の体内に入ることから、上流工程までの追跡可能性の重要度が非常に高く、プラント企

業に対して一定の交渉力を持ちつつも、プラント企業へ安全や品質を要請する動機が強い。 

上記のように、産業保安分野において、サプライチェーンからの働きかけによって安全性を強化する上では、輸

送機器メーカーや医薬品メーカーに、スマート保安の導入等の保安力の強化に努めている企業が評価される仕

組みを構築することが必要である。 

 

 

 

 

図 4-1 産業保安分野の川下業界における交渉力の違い 
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4.2. 製品安全分野におけるサプライチェーンからの働きかけによる安全性強化 

4.2.1. 課題解消に向けた取り組み方針の検討 

サプライチェーンから見た製品安全に関する課題をプレーヤーの関係性ごとに示すと、「図 4-2 製品安全分

野におけるサプライチェーンを活用した市場メカニズムのイメージ」のようになる。ここでの主体は、「消費者」、「小

売」、「OEM メーカー」、「ナショナルブランド（NB）メーカー」、「二次サプライヤー以降」の各主体である。 

消費者と小売、NB メーカーとの関係性を見ると、一般に消費者の声は小売、NB メーカーいずれも重要なイ

ンプットと考えており、消費者からの働きかけは有効に機能すると考えられる。他方で、窓口等の体制、社内での

情報連携の仕組み等、大手企業を中心に整備されている状況にあり、フィードバック機能の高度化に向けた課

題は、消費者側が声をあげないことにある可能性が指摘できる。より具体的には、消費者は安全性に対して対

価を支払う意識が希薄であり、安い製品を選び、製品不良・故障等に際しても「安いんだから壊れても仕方な

い」という消費者が多いのではないか、との声がヒアリングの中でも複数の小売、メーカーの担当者から聞かれた。

これに対しては、消費者に対する製品安全の啓発が求められる。例えば、ドイツでは、GS マークという認証があ

り、安全性が認証された製品に付けられる型式認証である。GS マークは、製品安全の検査だけでなく、工場の

検査も行われ、製造工場の品質管理体制や製造している現場環境、試験・測定機器等の保守状況などを検

査され、認証基準が厳しい。したがって、ドイツでは、GS マークは一般消費者にも認知され、購買の基準にもな

っている。日本でも一般消費者に認知され、購買の基準となるものがあれば、消費者の意識は変わってくると思

われる。 

小売と OEM メーカーとの関係も、発注元である小売企業が OEM メーカーに対して仕様等に関する影響力

が高いため、有効に働きかけが機能するものと考えられる。小売業の中でも、PB ブランドを展開する企業は、製

造物責任を負うため、製品安全・品質保証に対して力を入れる傾向があり、効果的な取り組みができているも

のと考えている。OEM メーカーに対して積極的に技術指導をおこなっている企業もある。一方で、受け手となる

OEM メーカーでは、特に中小・零細規模のメーカーを中心として、それらの要請に対して十分に応えられる体制・

予算を保持していないケースも存在する。また、それらの中小・零細規模のメーカーの中には、製品安全・品質

保証等の部門の社内での影響力が弱く、開発、設計、製造の各段階に対して有効にフィードバックができていな

い可能性がある。こうした課題を解消するためには、中小・零細メーカーの負担を軽減するための助成金・人材

育成支援や、事例集等により中小零細メーカーにおける取組の紹介を通じた啓発活動等が考えられる。 

小売とナショナルブランドとの関係性を見る上では、大手メーカーと中小・零細メーカーとを区分して考える必要

がある。前者について、大手メーカー側には既に製品安全・品質保証に対するノウハウ・知見が蓄積しており、小

売業から求められる要請をクリアしていることが多い。また、規模の観点からもメーカー側に対して劣後することか

ら、小売企業が製品安全に関する情報提供を依頼することが困難であるとの声も一部の業種において聞かれ

た。他方で、中小・零細メーカーに目を向けると、大手小売の持つ影響力は極めて大きいものと考えられる。ここ
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では、OEM メーカーに関して言及したメーカー側の体制・予算、社内の立場等の課題に加えて、小売店側の課

題も考えられる。具体的には、PB製品を持たない小売事業者の場合、社内に製品安全・品質保証に関する

部署がない、または十分な体制が取られていないケースも多く、そうした場合にはメーカー側へ有効な要請を行う

だけのノウハウ・蓄積がない。こうした課題に対しては、業界単位での調達ガイドラインの高度化、整備促進を進

めることが有効だと考えられる。業界全体での行動規範としては、電子業界の CSR における行動規範である

EICC がある。EICCは、電子機器業界のサプライチェーンにおいて、労働環境が安全であること、そして労働者

が敬意と尊厳を持って扱われること、さらに製造プロセスが環境負荷に対して責任を持っていることを確実にする

ための基準を規定した行動規範であり、一次サプライヤーだけでなく、二次サプライヤーさらにその上流まで遵守を

要請するものである。 

最後に一次サプライヤーと二次サプライヤーの関係性では、トレーサビリティが担保されておらず、調達元に知ら

されないまま調達先・素材等が変更になる等の課題が発生している。これらを解消するためには、二次サプライヤ

ー以降までを含めた、調達ガイドラインの整備や業界全体での製品安全に係る啓発活動等が必要であろう。 
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図 4-2 製品安全分野におけるサプライチェーンを活用した市場メカニズムのイメージ 65 

                                         
65 課題は、「図 4-3 【再掲】 」に対応 
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図 4-3 【再掲】 製品安全におけるサプライチェーンの課題 

 

4.2.2. 製品安全における今後の取り組みの方向性 

「図 4-2 製品安全分野におけるサプライチェーンを活用した市場メカニズムのイメージ」の施策案をプレーヤ

ーごとに整理した。製品安全分野において、大きな影響力をもつ一般消費者に対して、何らかの購買判断の基

準を設けることは、消費者の安全に対する意識が変わり、小売、メーカー、サプライヤーと安全性の高度化が伝

播していくものと思われる。具体的には、既存の PS マークより厳格な基準を設定し、「消費者の購買判断の基

準になるような認証の設置」や「製品安全対策優良企業表彰の消費者への広報」が考えられる。なお、前者は

製品、後者は企業に対するものである。また、前者については、新たに基準を設置するとなれば、費用と時間が

かかると想定され、実現が難しい可能性が高い。しかし、後者については、既存の取り組みを一般消費者に対し

て広報するというもので、ハードルは高くない。一般消費者にも認知されると、企業のブランドイメージも向上する

ため、企業として製品安全に積極的に取り組む動機が湧きやすい。また、「3.2.3ESG を活用した安全性強化

の今後の方向性」で述べたような投資家への広報を行わずとも、一般消費者に認知され、企業のブランドイメー

ジも向上につながれば、投資家も注目するようになり、安全性を高度化させている企業を評価する市場メカニズ

ムが構築される。したがって、「製品安全対策優良企業表彰の消費者への広報」は、現実的かつ有効な施策と

考える。 

また、一般消費者以外のプレーヤーに対しては、「業界共通の調達ガイドラインの高度化・整備」が有効では

ないだろうか。人材やノウハウをすべての企業が補うことは難しく、川下企業から川上企業に対して業界共通の遵

守すべき規範を整備すれば、市場メカニズムを活用した安全性の高度化が達成されるのではないか。 
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図 4-4 製品安全の各プレーヤーにおける安全性強化を促進するための具体策（案） 
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